
その「バイト」犯罪かも!?
～特殊詐欺の「受け子」になってはいけない ～

草加市役所 くらし安全課 防犯対策係
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出典:警察庁・ＳＯＳ47特殊詐欺対策ページ（https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/） 2



・令和３年中、草加市の被害は県内
ワースト７位
➔令和２年と比較して増加
➔ピークは平成３０年度の９５件で

県内ワースト１位

・東京都と隣接する地域や鉄道網が
発達した地域の被害が顕著
➔移動手段として鉄道を利用
➔犯行現場まではタクシーで移動

出典:埼玉県警察ホームページhttps://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0010/kurashi/r30324furikome.html
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令和３年中、県内特殊詐欺被害者のうち、
65歳以上が97.1％、女性が81.9％と
なっている
➔詐欺犯からの電話は固定電話にかかる
➔在宅中の高年女性が電話に出て、電話

の内容を信じてしまう

出典:埼玉県警察ホームページ（https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0010/kurashi/r30324furikome.html）

・令和３年中県内で発生した特殊詐欺
は、1,082件
・「オレオレ詐欺」、「預貯金」、
「キャッシュカード詐欺等」の手口で
約７０％（７６９件）を占めている。
➔受け子が関与している割合
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5

指示役

かけ子

犯行準備役
受 被害者から現金やキャッシュカード等をだまし取る

犯行拠点あっせん、架空・他人名義の携帯電話や預金口座等を調達する

電話を繰り返しかけて被害者をだます

出 だまし取ったキャッシュカードでＡＴＭから現金を引き出す

犯行の主犯

・担い手が多数必要
・直接被害者と接触する
・ハイリスク（逮捕）、ローリターン（数％の報酬）

使い捨て要員、捨て駒
要員（捕まったら、補
充する）



【SNSを利用した闇バイトの勧誘～応募（イメージ）

SNS利用者
（受け子） 被害者詐欺

グループ

➁SNSを見た人が投稿者
にDM等で応募

➂特定の通信アプリ
をダウンロードする
よう指示

④顔写真や身分証を
提出させて
逃れられなくさせる

①SNSで「＃高収入」、
「＃闇バイト」等の
文言で受け子を募集
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・メッセージを暗号化
・一方がメッセージを削除➔相手のチャット上の

メッセージも削除（シークレットモード）
・時間設定で自動的にメッセージ削除
・ログアウトするとメッセージが消える
・同アカウントであっても別端末での閲覧不可

犯行時のやりとり（証拠）が残らない

特定の通信アプリを
悪用した連絡方法（イメージ）

❶SNSで受け子を
募集

❷特定の通信アプ
リをダウンロード
するよう指示

❸実行犯らの
グループを作成し、
犯行日時や場所を
協議

❹設定した時間に
なるとメッセージ
が自動消去

【特殊詐欺に利用される通信アプリの特徴】
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日本では特殊詐欺グループなどが悪用し、
犯罪の温床となっている



・被害者の多くが高齢者
・社会的な影響が大きい
・組織的犯行の増加

※ 詐欺罪には罰金刑がないため、検挙➔起訴➔有罪となった場合、必ず懲役刑となる

詐欺の手口 オレオレ詐欺 預貯金詐欺、
キャッシュカード詐欺盗

刑罰名 詐欺罪 窃盗罪

根拠法 刑法第246条 刑法第235条

刑罰の内容 10年以下の懲役（※） 10年以下の懲役または50万円
以下の罰金

・厳罰化の傾向
・検挙されると50％以上の確率で実刑判決となる

（14ページ参照）
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【前科とは】
過去に有罪判決を受けた事実（実刑だけではなく、執行猶予、禁錮刑、罰金）があること。

対象職業 概要

公務員 禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行が終わらないかぎり採用に応募することは不可
（国家公務員法第38条第1項および地方公務員法第16条第1項）

宅地建物取引業者 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日
から5年を経過するまで（宅地建物取引業法第5条第1項第5号）

医師 罰金以上の刑に処せられた場合、医師免許交付不可の場合あり（医師法第4条第3号、第7条）

公認会計士、税理士、司法書士、
行政書士

禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終了または執行を受けることがなくなってから3
年を経過するまではなれない（公認会計士法第4条第3号、税理士法第4条第5号、司法書士法
第5条第1号、行政書士法第2条の2第3号）

弁護士、裁判官、検察官などの
法律家

禁錮以上の刑に処せられた場合（弁護士法第7条第1号、裁判所法第46条第1号、検察庁法第
20条第1号）

【前科が欠格事由となる職業】
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出典:法務省・令和３年版犯罪白書（https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00049.html）

【調査対象人員】特殊詐欺に当たる罪で東京、横浜、さいたま、千葉の各地裁で有罪判決を受け、確定した男女202人
特殊詐欺事犯者の属性等別人員（役割類型別）



11出典:法務省・令和３年版犯罪白書（https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00049.html）

【調査対象人員】特殊詐欺に当たる罪で東京、横浜、さいたま、千葉の各地裁で有罪判決を受け、確定した男女202人
特殊詐欺事犯者の犯行動機（役割類型別）



12出典:法務省・令和３年版犯罪白書（https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00049.html）

【調査対象人員】特殊詐欺に当たる罪で東京、横浜、さいたま、千葉の各地裁で有罪判決を受け、確定した男女202人
特殊詐欺事犯者の報酬有無、報酬額（役割類型別）



出典:警察庁 暴力団対策課・生活安全企画課（https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/tokushusagi_toukei2020.pdf）

【令和３年】検挙率
・検挙率45.5％（前年比－9.3ポイント）
・直近３年は上昇傾向
・検挙人員に占める少年の割合は18.2％
・少年の検挙人員の77.1％が受け子

【令和３年】検挙件数・検挙人員
・検挙件数6,600件（前年比－824件、

－11.1％）
・検挙人員2,374人（前年比-247人、

-9.4％）
➔件数、人員とも減少に転じるも高水準

を維持

※ 検挙…捜査機関が認知した犯罪行為につき、その犯罪行為をした疑いのある人物を「被疑者」として特定すること（書類送検等）
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出典:法務省・令和３年版犯罪白書（https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00049.html）

【調査対象人員】特殊詐欺に当たる罪で東京、横浜、さいたま、千葉の各地裁で有罪判決を受け、確定した男女202人
特殊詐欺事犯者の有期刑（懲役）科刑状況別構成比（役割類型別）

執行猶予 実刑



相手を騙す（詐欺罪）、
現金やキャッシュカードを受
け取る（窃盗罪）

受け子になってはいけない!!
15

「＃闇バイト」等のキーワー
ド、メッセージ履歴が消える
通信アプリ


